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:玆
に

少
も
く
.注

意

す

へ

き

興

味

あ
る

問

題

は
、
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地
の
保
有
者
其
期
限
の
到
，來

に

依

''
|
)
之
を
元
の
領
生
に 

返
却
す
る
に
當
'り
て
，.は
.
’
其

保

有

者

は

其

領

主

'に
對
し 

て
苏
借
用
せ
し
土
地
を
返
す
共
に
其
地
上
に
借
地
人 

か

自

ら

自

已

の

费

用

を

以

て

建

築

し

れ

る

總

.て
の
家
屋 

植
附
け
れ
る
樹
木
及
其
他
の
設
備
等
を
呰
悉
無
償
を
以 

て
引
渡
さ
C
る
可
ら
さ
る
の
み
な
ら
す
、
.其
住
家
の
如 

ぎ
‘
'は
之
を
十
分
人
間
の
住
居
に
適
當
す
る
狀
態
に
.囘
復 

修
驰
じ
て
引
渡
す
へ
き
の
_

務
6

る
も
の
<
す
。
尤
も 

商
業
上
及
農
業
上
の
土
地
に
關
し
て
は
、
其
契
約
規
定 

に
阪
り
之
を
除
外
す
る
こ

^
を
得
る
も
の
ビ
す
。

,'
又
期
限
附
租
借
地
W
關
し
て
ヽ
現
在
は
最
早
法
理
上 

逋

要

な

ら

ざ

れ

ど

"
.
英

國

法

制

史

上

而

岛

き

一

間

題

は 

一.方
に
於
て
自
*

及
公
^
!#
有
地
ビ
.他
方
1:
-於
て
此
賃 

借
地
ビ
の
間
に
は
從
來
法
律
上
大
な
る
區
別
を
1

&.
.

.
, 

第
五
號
，

九
〇

.

れ

た

ト

、
：後

者

は

永

年

の

間

土

地

に

對

す

る

財

產

權

に 

あ
ら
す
じ
て
只
た
，契

約

上

の

權

利

即

ち

物

權

に

あ

ら

す 

し

て

債

權

な

り

ビ

思

惟

甘

も

れ

居

力

た

^
。
之

を

以

.て
、
 

自

_
及

公

簿

保

有

者

は

其

訴

■
に
-於

て

は

對

物

訴

訟 

Real, 

a
a
o
n
ビ

し

て

0
保
護
を
受
け
た
、る

か

故

に

、
物 

件

其

物

即

ち

土

地

‘

Res, the l
a
n
d

を
囘
復
す
る
も
の 

な

れ

ど

"
之

に

反

し

賃

借

地

保

有

*
は

只

れ

對

人

訴

訟 

Personal 

p
o
a
o
p 

,

を
爲
す
こ 

< を
得

る

の

み

に

し

て

、 

典

結

果

は

典

土

地

.̂
囘

復

す

る

に

あ

ら

す

し

て

只

だ

其 

領

主

ょ

ぅ

金

餞

上

の

賠

償

を

得

る

の

み

、

故

に

此

賃

俏 

地

保

有

者

か

其

土

地

に

對

す

る

の

權

利

は

恰

も

金

錢

或 

は
其
他
の
動
產
の

.所
有

者

ビ

何

等

異

な

る

所

な

しVJ .

せ

(

八)

土

地

の

讓

波

.

土
地
01
讓
渡
..

conveyances o
f

一
目
a

に
關
し
て
は

昔
時
は
难
常
ば
祓
雜
な
ぃ
る
手
續
を
要
し
た
り
し
r

.
近

;

，ぐ 

V

：T

l
|

Ii
i

'

1
1
iI
i

iS
I

:.qVw

世
に
至
b
多
少
簡
單
に
.な

6
た
A VJ

雖
も
"
尙
ほ
其
法 

定
手
績
は
歐
大
陸
諸
國
に
比
し
著
し
く
錯
雑
に
し
て
： 

與
受
渡
行
爲
を
薇
保
す
る
爲
め
に
は
、
少
くV

も
過
去 

.四
十
年
間
以
上
に
亘
り
て
一
々
其
土
地
に
關
し
て
、
果 

し
て
限
定
地
產
‘或
は
抵
當
權
の
設
定
は
な
き
や
否
や
を 

確
か
め
さ
る
可
ら
さ
：る
か
故
に
，
只
れ
專
門
的
の
讓
渡 

作
成
者
を
待
つ
、て
始
め
て
完
全
に
之
れ
か
作
成
を
^
し 

得
べ
き
も
の
な
る
か
、
又
必
ら
す
捧
印
し
た
る
證
書
を 

必
要VJ

す
る
も
の
な
り
ビ
規
定
せ
ら
れ
^
り
。
斯
.の
' ̂

き
繁
雜
に
し
て
無
用
の
手
績
を
除
去
す
る
爲
め
に
" 
'近 

年
は
土
地
登
記
所
な
る
も
の
設
立
せ
ら
れ
、〗

千
八
百 

九
十
七
年
以
降
は
偷
敦
州
內
の
土
地
の
賣
買
に
際
し
て 

は
^
登
記
せ
さ
る
ベ
か
ら
さ
る
こ
ビ
、
な
-

Os

た
る
か
、 

其
他
の
地
方
に
於
て
は
未
れ
然
ら
す
。
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大
迅
五
竽
.ニ
月
十
四
日
稿)

戦

時

に

於

け

る

佛

國

の

經

濟
 

及
び
財
政
：
.
，

、

高

島

隹

一

' 

郞

.

nn 

.次

.

I 

0

言

1
1

㈣
il
四
の
國
常
と
献
戦
力 

H

戰
時
の
货
狀
臨 

0 
'佛
蘭
西
鈒
行
の
戦
時
行
動 

滋
一
般
信
用
銀
行
及
び
貯
薪
銀
行 

六

.爲
嵆
關
係
，と
.辟
替
恐
慌
の
辯
明 

七
财
政
及
ぴ
財
政
上
の
砌
貝 

八

#
#
戦
咏
と
現
戦
時
と
の
比
較

は
し
沪
^
v
o见
は
る
か
：す
戦
藤
潔
々
れ
る
、
歐
洲
の
中
原
の
颇
み 

れ
ぱ
、
交
戦
國
中
わ
が
：協
約
國
?:
る
佛
蘭
四
ほ
v
>
暗
潜
れ
る
遝
命 

.に
包
ま
れ
れ
る
邦
國
は
藉
し
尠
な
け
ん
0
.而
か
.も
興
の
戦
時
經
濟
及 

ぴ

財

政

.の

取
|:
-.率
?;
リ

て

は

、
.
實

值

上

仍

ほ

太

だ

锻

1£
1
'
-
な

る
も
の 

.あ
，
る

べ.し
と
.雠
ざ
i-
'
今
ま
の
辯
规
に
腿
ふ
ベ
き
緊
急
策
と
し
て
は
、

筇

十

怨

(

.六

.七
七)

雜

0

,戦
瞄
!:
.於
け
^
佛
國
の
經
濟
及
ぴ
財
政

c
ir
號

九



蹲

十

怨(

六
•七
A〕

雜

錄

戦

'時
に
於
け
る
佛
國
の
經
濟
及
び
財
政 

九
ニ

淡
!-
屮
立
國
れ
る
米
國
、
竝
！1
實
質
上
中
立
國
れ
る
'本
邦
の
帮
助
U 

俊
?:
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
め
る
、
亦
れ
淨
び
雖
令
に
似
れ
リ
。
米 

,
,
'
.
國
.に
趄
殷
せ
'-ら
れ
、
本
邦
！.
1败
ゃ
趄
债
說
:«
>
流
布
せ
ら
れ
?:
る
、
豈 

I:
此
の
間
の
消
，：！
か
傅
ふ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。
知
ら
ず
、
近 

比
、
ニ：
染
料
跳
造
會
社
の
株
成
藤
集
に
當
リ
：
r
H數
十
倍
の
腿
翦
潘 

,
か
得
以

--
9
て
典
.の
琳
業
の
前
途
を
視
船
し
れ
リ
1,
が
如
く
>
鞔
じ
厚 

,
く
弱
き
か
助
く
る
我
が
说
族
の
上
下
"
か
の
他
H
佛
國
溃
の
蕻
集
め
？
 

る
|-
際
し
て
も
、
见
し
て
数
倍
の
_巾
込
み
4*
行
な
ひ
以
つ
て
、
こ
の
.
. 

■■
不
妈
な
る
捣
約
國
玫
の
肚
志
か
換
助
す
べ
き
や
否
や
。
さ
は
れ
、
吾 

人
亦
球
然
か
苻
す
，
助
く
ろ
の
前
、
先
づ
彼
れ
の
實
.力
^
知
る
は
、
： 

緊
要
な
る一

琳
m
に
協
す
i

t
ぺ
■し
U
此
の
^
、
怫
蘭
西
學
士
院
會 

良
-ラ
フ
ア
H
;v
o
rヨ
ル
デ
®.
レ
、ヴ

ィ

氏

打

即

ら

英

文

の

3K
^.
、 

藤
國
の
熱
血
に
^
め
て
、
具
さ
u
il
國
の
^
'
^
^
が
戦
時
It
.於
け
'.る 

'

s

>

妞
货
、
金
融
及
び
財
政
の
狀
隗
か
縱
描
し
、
.侬
つ
て
以
らv

 

其
の
箝
ふ
中
立
國
の
財
政
的
挨
肋
の
大
遒
か
坻
か
な
F»
:
し
め
ん
が
爲
. 

VJ
'
l
i、

一
文
^『

グ
：方
.
1

タ
I 

_
リ
ー
*
デ
ヤ
ー
ナ
ル
0,
オ
、ヴ® H. .P
■ノ
. 

，/
.
.
.
ミ
夕
ク
ス』

先
々
ガ
號
に
投
ずo 

Raphael-Georges 

Lct
K
v
y
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J
r
e
p
c
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W
a
r
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o
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I
9
I
5
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;
P
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6
4
-
S
5
.

は
即
ち
避
れ
な
り
。
砌
み
れ
げ
、
同
誌
八
刀
號 

上
の
、
ル
ド
ゥ
ィ
ツ
ク
_
べ
.
\デ
ッ
.ク
ス
のIT

猢
逸
0
財
政
上
の
戰 

M』

4»
籼

關

し

て

、.^
^
}|
|
|
‘
{^
数

屮 

U
.收

錄
':
t
7:
り

予
It
、
.
.
成

名

 
M
.

味
|:
於
弋
、
彼
れ
1-
對
比
せ
し
；め
ん
と
-欲
；：せ
し
な
.る
べ
：.き
、

レ
グ
ィ 

氏
0.
求

雷

-
<へ
紹
介
す
る
の
巍
務
务
名
か
褪
ゆ
石
匕
共
じ
、
屮
立 

,
?:
る
，米
國
の
'有
.識
に
訴
.へ
.れ
吝
、
此
の
.文
字
|1
:
、
必
^
や
：其
の
協
；
. 

釣
國
捋
れ
る
哥
人
に
も
、
宣
傳
す
A
/i
*欲
す
.を
.の
、
同T

文
字
?:
^
>' 

べ
^
7
4命
ひ
、
妓
に
之
4»
解
說
す
る
こ
と
'、

'(
£
^
:
'
0 
,

•

「

へ
緖
' 
言
て 

ゎ
が
佛
蘭
西
の
國
當
を
形
成
す
る
諸
要
素
を
關
明
.し 

佛
蘭
西
の
癒
貨
金
融
紙
»
及
び
這
般
大
戰
時
に
於
け
る 

其
の
運
用
を
探
究
し
，
0

に
ii
il
西
の
財
政
狀
態
を
考 

査
し
、
依
つ
て
似
て
>

«
蘭
西
は
如
何
に
し
て
、
數
十 

西
億
法
を
算
す
る
、
其
の
尨
大
な
る
陸
海
取
戦
«
を
_ 

達
し
得
る
や
を
解
說
す
る
は
、
正
さ
に
佛
蘭
西
學
士
院 

會
員
だ
る
予
の
任
務
れ
るVJ

典
に
、
佛
蘭
西
の
.非
常
經 

濟
W
政
狀
態
に
緊
切
な
る
利
害
を
繫
ぐ
"
小
立
國
民
の 

與
か
り
聽
か
ん
ビ
欲
す
る
所
れ
る
べ
；；き
^
信
ず
。
而
し 

て
四
十
五
年
前
即
ち
一
八
七
〇
乃
至
七
一
年
の
普
«
戰 

#
當
時
，に
發
生
七
れ
る
經
濟
財
政
上
の
緊
急
事
相
i
の 

此
較
を
以
つ
て
、
本
稿
の
.結
論
た
ら
し
め
ん
と
欲
す
る 

な
り
0
'

:

:

'
'■.
.■'
:

:
■

'

■

:

■

.

i:
SI

:II

:1

；|
.fr

u
-

.佛
11
西
0:
國
當
ど
»
戰
カ
.

.

.

像
蘭
西
は
A
も
知
る
？
.穿
^
!，
撒
-
^

M

修
^
る
.國
土 

を
有
し
、
比
較
的
狹
職
な
?;
:
鮮
«
に
は
‘、
往
く
所
S
し 

V
"

溫
暖
に
し
て
且
つ
®'
^

^
を
*:
も
#
く
皆
展
：ぜ
し
_ 

む
る
に
適
順
な
.̂'
氣
候
を
•、
見
出
す
の
’み
な
ら
す
、
北 

佛
蘭
西
及
び
南
佛
II
西
は
、
，
各
特
興
の
風
土
を
有
す
れ 

ば
、
« .
々
か
鹰
作
•
の
"
.*
鶴
々
枚
’る
を
見
る
ベ
し
。
試 

.み
に1

九 

一.ニ
年
に
於
け
る
、
同
國
の
全
榖
類
の
價
格 

'を
槪
箅
す
れ
ば
、
四
十
四
億
.萬
法
を
算
し
V
.此
^i

礙 

鈴
薯
十
一
億
离
卵
、
收
抑f

十
•三
億
萬
法
を
®'
へ
、

一
一
箇 

¥
の
_農
產
臀
惯
格
は
實
：に
苗
十
億
莴
法
に
達
す
。

.

.

.鑛
產

物

亦

れ

尠

な

か

"ら

中

じ

て

，

織

鐵

の

年

產

額

五 

W
离

噸

、
鋼

鐡

の

年

產

高

四

瓦

商

噸

'

石

炭

の

年

採

搬 

,命
四

千

百

璐

嗔

を

數

ふ

。
一
：

へ

•

f

西
®
小

麥

生
激
高
は
本
來
，、

‘
同
國
难
^'
消
@
脔
. 

の
九
割
に
當
れ
.る
。
さ
れ
ば
其
の
不
足
•額
一
割
以
上
を 

輸
入
に
俟
ク
の
.要
な
し
、
此
の
..1

幽
の
小
麥
す
ら
V
實 

は
同
值
格
0
:農
作
物
を
、
し
海
外
に
-致
U
て
、
其
0.
輸
又
,

を
試
む
る
に
過
ぎ
束
ど
す
。
'
顧
み
を
に
1
九
一
四
年
#
 

の
小
麥
收
權
高
ば
■
八
千
：七
1:
:「

メ
.ン
ド
V
K 

トJ

 

■に
し
て
、
八
5

日
以
降
^
子

は

擧

げ
て
戰
場
'に 

出
，で
立
ち
、
"斯
く
て
田
園
に
打
殘
さ
れ
た
る
.老
幼
婦
女
. 

の
繊
芋
弱
腕
に
耕
耘
の
事
.、
凡
べ
て
委
ね
ら
れ
た
り
し
、
 

^
も
拘
ら
t'
、
难
年
.に
も
劣
ら
ざ
る
好
成
織
を
示
し
得
.. 

た

馨

！

。
此
の
一
九
ー
.五
年
：の
恨
物
亦
た
然
り
<
1 

〉

惜
し
む
ら
ぐ
.は
t 

.
酸
蘭
揿
0
過
大
f

し
が
爲
め
•

，
 

蘭
西
霸
方
&
作
物
が
不
況
を
承
し
化
ヶ
し
を
。
唯
々
肉
：
 

類
の
み
は
、
太
：.い
'̂.
»
入
.{1
俟
た
あ
ギ
べ
，か
ら
ず
、
M
_
: 

額
の
肉
親
は
は
々
"
取
用
^
«:
要
せ
ら
る
'
>な
る
が
、
 

國
內
の
家
嶺
を
保
課
せ
ん
が
爲
め
に
"
¥
用

の

冷

肉

は

，： 

殆
ん
ど
舉
げ
て
、
之
を
，輸
入
：に
賴
る
。
葡
萄
の
收
權
も
.* 

亦
た
異
常
の
降
雨
に
，ょ
b
て
尠
な
か
ら
ず
損
害
を
漿
b. 

た
々
し
も
、)

，

」

ば
.ァ
^

デ
ー
:-
义

ァ
^;
り

容

爲

く

移

入

せ
 

.ら

れ

だ

が

。
'喪
之
、
佛
蘭
西
は
：此
0
瘗
前
の
大
®

‘
に 

0

y

.

6

^

>

0

0

^
し

で

党

ぐ

^
自
國
の
產
出
す
る
所
へ 

:

を
以
f

其
の
&
命
を
維
持
^
る
は
、
餘
裕
綽
々
た
f

婼

十

怨(

六
七
.九)

雜
.

錄.
.

戦
.時
じ
於
け
る
佛
國
の
經
濟
及
ぴ
财
政

笫
沉
號

九
三



f 

，

r 

I 

I 
、
 

、

り
へ 

つ

、

. ̂

s 

* 

/ 

i
/

•；i
I
：!f
Jl.'U?

H

r
u

u
v

n

H
n

第

十

怨

(

六
八
〇
> 

雜
’

錄

戦

咕

I:
於
け
^
佛
國
の
經
濟
反
ぴ
财
政

婼
五
號

1
■m

も
の
■お
b
て
存
す
。
.:
.'-1
筒

じ

て

：ご

の

事

實

こ

そ

、

一

虫

戰

國 

の
戰
回
持
久
方
に
、
會
ふ
べ
炉
'ら
ざ
^!
カ
を
>
:
與
ふ
る 

も

の

な

ら

^

^ti
あ

ら

ず

。

絹
類
製
造
は
又
^
丨
佛
蘭
西
經
濟
界
に
、
最
も
重
要
- 

な
る 1

 
地
位
を
占
む
。
 

怫
蘭
西
は
元VJ、

絹
類
.原
料
品 

に
就
き
て
比
"1

小
生
產
者
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
絹
類
，
 

工
業
に
至
れ
り
て
は
、
數
世
紀
間
、
世
界
諸
國
の
首
位
’
. 

に
居
る
。
謂
は
ゅ
る
絹
物
仕
上
げcondition 

des sons 

に
就
て
は
、
ゎ
が
见
昂
は
無
双
の
繁
發
を
極
は
む
。
姑 

ら
く
針
數
を
按
す
れ
ば
"
伊
太
利
の
製
造
高
一
离
四
西 

九
十
七
噸
、
n
本
三
千
四
西
八
十
三
噸
、
北
米
合
衆
國
：
 

1

千
三
官
六
十
五
囉
に
對
し
、
佛
蘭
西
は
裳
ビ
に1
萬 

八
茛
十
噸
の
百
數
を
表
は
す
。

.

1

九 

一T
U年
末
に
於
け
る
佛
蘭
西
の
土
地
.の
總
時
價 

は
六
西
ニ
十
億
黹
法
、
建
物
の
總
時
偕
は
六
茛
五
十
億 

萬
法
と
槪
箅
せ
ら
-る
。
我
が
國
人
の
保
有
す
る
有
偕
證 

券
は
料1

千
億
萬
法
ビ
算
當
甘
ら
れ
、
歡
中
四
茛
像
萬 

法
は
外
國
公
債
及
び
株
式
^
係
か
る
。'
玆
に
於
て
か
"

蘭
荫
國
段
經
濟
0
債
務
を
搂
除
す
る
ど
共
亿
、

一.

切
， 

の
資
產
を
加
算
文
れ
ば
，
同
國
の
總
國
富
^
る
正
さ
'に
,'
/
.

11

千
®'
萬
法
臺
な
.る
べ
し

i
"
槪
算
せ
&
る
、
.な
&

。

…

:
1

九1

ニ
年
に
於
け
る
侧
蘭
西
の
外
國
質
易
额
は
左
" 

の
.如
し
。
へ
單
位
百
萬
法)

：

..

,

:
,
1般贸
易 

H

 

輸

入
 

1
0、ニ
九
ヨ 

八
、
ニ
三
〇 

輸

出
 

八
、八
ニ
五
‘

六
、七 
一
二 

輸

人

妞

過

一、

四
六
八 

一
、正
二
八

右
に
就
き
一
般
贸
易
ビ
は
海
路
又
は
陸
路
國
境
を
踰
リ 

へ
て
輸
出
入
せ
ら
れ
た
る
貨
物
の
全
體
を
指
し
、
特
殊
し 

貿
易V」

は
佛
蘭
.西
國
內
に
於
て
消
費
せ
&
れ
れ
る
外
國
ノ 

貨
物
及
び
輸
出
せ
ら
れ
‘た
る
佛
蘭
西
國
產
の
み
を
云
••

ふ
o 

' 

:

佛
蘭
西
は
"
大
英
國
の
商
船
が
ニ
萬
艘
を
算
す
る
に 

對
し
，I

萬
七
千
隻
を
數
ふ
る
の1

大
商
船
隊
を
有
す
。
“ 

さ
れ
ど
典
の
噸
數
に
至
た
り
て
は
遙
か
に
微
弱
な
る
^
 

免
れ
ず
し
て
、
大
英
祖
0
總
噸
數
一
.千
百
八
十
七
溝
九
- 

千
呶
な
る
に
對
し
、>
繳
か
.に
瓦
五
十
1
萵
九
中
嗍
起
平

,ノ
 

ノ

.
 

.

■

,,
 

/U0

T 

-■-
' 

: 

: 

.

. 

—

!■
*

す
の
み
。

:

;

' 

' 

' 

;
:

.
佛
蘭
西
§

及
び
中
流
社
會
の 

一~
大

道

徳

は

其

の

.，
智 

慣
的
な
る
勸
儉
カ
行
に
在
り
。
其
の
大
多
數
が
其
の
所 

得
の
い
か
t;
tt
m

な
V

ビ
も
、
之
が
全
部
を
费
消
す
る 

こ
ど
な
く
、
.必
ず4

少
の
蓄
穑
を
行
ひ
' i

般
的
に
悅 

び
て
怫
蘭
西
苦
く
は
外
國
の
有
價
說
芬
に
投
資
す
る
の 

風
あ
る
は
、
.世
界
周
知
の
.明
事
實
な
り
ビ
す
。
而
し
て 

恐
れ
こ
そ
、
佛
蘭
西
を
し
て
夙
に
、今

！！！

見
る
が
如
き 

i

太
僙
權
國
た
ら
し
め
し
V

M
因
な
れ
。
斯
く
し
T -
佛 

S

西
人
の
外
國
公
债
株
式
の
所
有
權
は
、
年
々
歲
々
、 

fi
顧
の
資
金
を
世
界
の
凡
ゆ
る
方
面
ょ
り
"

徽
k

し
來 

た
る
も
の
な
る
が
、
之
に
加
ふ
る
に
亙
萬
の
外
國
漫
遊 

客
の
泰
花
秋
月
、
巴
]1
1

に
否
な
佛
蘭
西
全
.土
に
苴
り
て 

«

消
す
る
大
金
の
存
す
る
あ
つ
で
、
.玆
に
外
國
爲
替
は 

牢
時
常
に
«

蘭
西
に
順
‘調
な
る
を
馴
致
す
る
な
り
。
佛 

.蘭
西
國
富
の
'

〕

：.斑
凡
そ
斯
の
如
し
。

.
：

.

,

さ
れ
ば
、
®
後

、
佛

蘭

西

の

公

憤

ぃ

か

ん

の

^

额
に 

達

ず
'る
^
;む
：、
：.佛

蘭

西

國

段

：の
肩
上
.に

負

擔

せ

ら

，る

：
\

最
後
の
、

一

錢
は
、
必
ず
や
正
確
に
且
っ
奇
麒
に
辨
濟
せ 

ら
る
、
な
る
べ
し
。
富
裕
t
t
.る
冲
立
國
の
上
下
谷
階
級
- 

須
ら
ぐ
去
る
べ
し
，
わ
が
祖
國
に
對
す
る
、
緊
念
金
*
. 

財
政
狀
態
を
白
眼
視
す
る
相
人
の
薆
へ
を
。

'
i
!
r

戰
時
の
通
貨
狀
態
：

.佛
蘭
西
は
本
來
有
力
な
る一

僙
權
國
に
し
あ
れ
ば
、

取
均
年
度
に
•於
て
、
其
の
受
取
6 1

ベ
ぎ
金
額
は
，
遙
炉
.. 

に
其
の
支
挪
ふ
べ
き
金
額
に
超
先
、
依
っ
て
以
っ
て
從 

來
11
億
0'
-
金
を
其
の
領
域
內
に
留
保
す
る
に
"
何
等
の 

困
難
矽
感
じ
た
.る
こ
ど
な
き
、：
怪
む
を
須
ゐ
す
。
厳
密
. 

な
る
’訃
箅
の
結
果
、

一
九1

四
年
に
於
て
、
：
此

の

金

類 

は
亚
さ
に
七
十
億
黹
法
に
達
し
、
就
中
，
四
十
億
萬
典
‘ 

は
佛
蘭
西
銀
行
の
金
庫
^
に
、
■
他
の
三
十
億
萬
法
は
一 

般
公
衆
，の
.手
中
^
存
在
す
る
も
の
ミ
信
せ
ら
る
。
事
の 

實
際
を
見
作
ば
^
這
箇
®
戰
働
0;
勃
發
す
る
や
、
金
貨
• 

は
悉
■■
<
,二
般
流
通
界
ょ
k
、
其
の
姿
を
_
く
し
ハ
3!
:
の 

空
所
は
紙
幣
に
ょ
り(

$
法

銀

貨

に

ょ

り

"
將

れ

補

肋 

銀
貨
.'に
よ
K

V

て
填
*
せ
ら
れ
了
ん
ぬ
。
唯
だ
銅
貨
及
び
、

第

十

怨

(

六
八
.一)

離

錄

戦
晬
1
!於
け
る
佛
國
の
經
濟
及
：ぴ
财
政

第
五
號

1



第

十

怨(

六
八
ニ)

雜

錄

,

戦
啮
に
於
け
る
怫
國
の
‘：！
濟
及
ぴ
則
软

 

m

i
 

九
六

&
銅
貨
は
依
然
ビ
し
て
”
小
ロ
支
挪
用
1:
^
常
せ
ら
る 

開
戰
辟
頭
に
當
^
て
ゃ
，
蓝
额
'0
金

貨

は
祖
先
以
來
.の 

盲
目
的
本
能
的
傅
.說
に
よ
か
硕
貨
殊
に

八#

;貨
を
愛
惜
す 

る
の
’風
あ
る
、
多
數
の
^

§
,

西
人
0;
慝
藏
す
る
所
<£
な 

れ
り
。
然
る
に
暫
ぐ
し
て
"1

啓
蒙
的
運
動
の
翕
然

 ̂

し
て
起
b
來
も
に
會
し
れ
る
が
、*
の
^
*'
、
巨

額

の

佥
 

貨
は
陸
續
ビ
し
て
、
私
.人の手よ蘭

W
銀
行
に
移 

さ
れ
"
爭
つ
て
銀
行
芬
ビ
引
換
へ
ら
れ
た
り
。
.而
.か
も 

本
稿
の
薪
者
が
、
該
述
動
の
首
唱
潘
た
る
誇
り
を
享
有 

し
得
れ
る
は
、
猫
か
に
悅
び
、

/J

ず

る

所

な

り

。

.一
般
民 

衆
は
、
其
の
金
貨
が
自
家
金
庫
內
に
徒
藏
せ
ら
る
、
の 

辦
に
益
な
きW

共
に
"
反
對
に
そ
が一:

と
れ
び
、
ホ
央 

銀
行
に
移
さ
る
、
や
、
斯
く
て
增
大
せ
ら
る
べ
き
4'
*
央 

銀
行
資
産
は
多
々
益
々
辯
ず
ベ
&
銀
行
券
敬
行
を
擁
護 

’し
支
持
し
得
.る
の
效
用
を
、
發
響
ベ
き
を
覺
知
し
れ 

る
な
り
き
0
'.
.闼
國
の
凡
ゆ
る
设
衆
< 
實
に
大
會
it
よ
ぅ 

小

資
本
家
及
び
一
般
市
氏
に
免
た
る
ま
で
、

克
く
其
の 

_
務
を
了
解
し
、
斯
く
て
今
H
佛
蘭
西
の
上
下
に
透
徹

せ
る
美
は
し
き
特
質
れ
る
、
蔚
然
た
る
愛
國
心
を
以
て 

.此
義
務
を
遂
行
す
。
：幾
億
0
金
貨
は
"
斯
く
し
て
今
や
、 

#
蘭
西
銀
行
て
ふ
-
大
貯
藏
池
に
注
が
れ
つ
、
ぁ
り
。 

げ
に
や
.、
1

西
餵
行
が
2!
:
億
萬
法
の
金
を
、
英
蘭
銀
：
 

行
に
^
付
し
作
る
に
も
拘
ら
ず
、
之
あ
り
し
が
爲
め
に 

\

ゎ
が
巾
央
饊
行
の
金
準
備
ゆ
、
關
戰
以
降
ヽ
.約
五
億
萬
'. 

|

法
の
增
殖
を
示
し
た
る
な
り
。(

註
平
時
に
於
け
る
金
‘ 

貨
流
®
、
■變
局
に
際
す
る
金
货
隱
藏
、
金
貨
金
塊
.の
集
；
 

中
運
動
、
斯
か
る
啓
蒙
運
動
の
奏
功V」

中
央
銀
行
金
準
- 

備
の
充
實
又
は
增
殖
。
凡
そ
斯
が
る 

1

聯
の
ミ
ダ
ス
王
. 

を
虫
人
®
た
ら
し
め
て
、
描
き
れ
り
け
ん
如
き
の
、1 

喜
劇
の
筋
書
き
こ
そ
、
啻
だ
に
此
の
佛
蘭
西
i
の
み
言
：
 

\

は
す
、
屯
常
、
金
貨
の
流
®
を
0
賭
し
た
り
け
る
英
國
. 

及
び
獨
逸
に
も
、
全
然
揆
を
同
じ
ぅ
し
て
、
演
出
せ
ら 

れ
れ
る
の
ニ
陋
態
に
外
な
ら
ず
し
て
、
夙
に
キ
ー
ン
メ 

及
山
崎
博
士
の
、
宣
傅
し
て
措
か
ざ
b
し
、「

金
は
須
ら
- 

ぐ
本
位
れ
^
し
む
ベ
ぐ
、
而
か
も
之
を
流
通
せ
し
む
べ
. 

か
ら
ず」

て
ふ
主
義
に
對
し
,
吾
人
が
踏
製
し
て
カ
縛

す
る
を
咨
ま
ざ
り
し
所
以
の
も
の
、
亦
た
®
に
玆
に
存 

す
。
»
者
に
し
て
恶
し
、
此
の
.思
か
な
.る
喜
劇
の
臺
本 

を
紙
は
ん
と
な
ら
ば
、.
手
近
か
に
は
、.キ
ー
ン
ス
及
デ 

ク
ス
の
所
說
に
就
か
る
、べ
しo)

同
期
間
に
於
て
"
佛
蘭
西
銀
行
の
.銀
貨
保
有
高
は
、
' 

七
億
游
法
ょ
り1

蹯
三
億
五
千
离
法
に
低
落
し
れ
り
し 

が
'、
是
れ
ま
れ
、
.同
行
贷
借
對
照
表
に
現
は
れ
た
る
、
 

一
奇
觀
f2
る
を
失
は
^

0
而
し
て「

千
キ
ュ」

ル。㈡
⑺
i 

通

稱

せ

ら

る

、
是

等

の

五

法

龈

貨

は

"

：

獨
り
佛
蘭
西
政 

府
の
鎢
貨
の
'み
な
ら
中
し
て
"
ま
た
*
典

同

盟

上

"
白 

邛
義
、
fi
v

±
利
、
端
西
及
び
希
臌
の
鱗
造
に
係
る
。

一
 

九
一
四
年
八
月
.、
，
娘

然

、
歐

爾

巴

諸

國

に

於

け

る

と

等 

む
.く
‘、
佛
蘭
西
に
も
、
正
貨
に
對
す
る
緻
烈
な
る
！i

要 

勃
發
す
。
玆
に
於
て
か
、
佛
觀
西
銀
行
は
即
ち
賢
明
に 

も
、
其
の
保
街
せ
る
銀
貨
0
大
半
を
盡
し
て
解
放
わ
去 

る
。
能
ふ
べ
く
ん
ば
、
銀
貨
の
最
後
の
五
餞
を
も
、
手
放 

t.
を
欲
^
し
な
ら
-ん
、
蓋
し
銀
行
券
發
行
偾
務
に
對
す 

.る
、
喺1

の
證
な
右
1

は
S
夫
れ
#
に
外
な
ら
ざ

節
十
卷

れ
ば
な
り
。，
顧
み
る
^
獨

逸

帝

國

銀

行

も

亦

れ

ク

ゎ

れ

‘ 

と
同
様
な
る
際
.遇
を
利
用
1>
抬

る

も

の

、
如

く

-
其
の 

所

藏

の

「

タ
ー
レ
ル」

銀
貨
の
全
部
を
皋
げ
て
*
之
を 

公
衆
の
搬
び
去
る
に
任
か
せ
.た
6
。
戰
策|

と
た
び
發 
5̂
1

す

る

や

般
民
衆
は
を

'ぞ
ま
し

.く
も

、

凡
ゆ
る
猶
，
 

'類
の
硬
貨
を
所

持

せ

ん
こ
と
を
希
ふ
、
.さ
れ
ば
渠
等
に 

|

し
て
^

t
金
貨
を
手
に
す
る
，」

i
能
は
ざ
ら
ん
か
M

 

I.

貨
女
獲
て
滿
足
す
る
の
狀
ぁ
る
な
り
o 

■

玆
に
：於
て
か
ノ
單
り
本
位
貨
幣
た
る
九
.西
位
の
;£
法
.：
 

銀
貨
の
み
な
ら

t

 

‘補
肋
貨
た
る
八
M

二
十
五
位
の
二
，
 

法
、
，一

法
及
び
半
法
のf

货
す
ら
、：i_.

般
公
衆
の
熱
寧 

す
る
所
れ
る
に
至
於
り
：
爲
め
に
南
西
佛
蘭
西
の
如
き 

\

R.
至
た
れ
ば
、
'地

方

公

典

圓

體

生i
し

て

商

業

會

識

所

： 

.は

.、
硕

货

を

熱

蓮

す

る

公

衆

の

需

喪

に

應

じ

雛

か

り

し 

.
狀

況
R
鑑

ん

；み
、.，I

法
及
び
半
法
の
'紙
幣

：を
印
行
し
た
‘ 

J

.

U

S

0

i

而

し
.て
-
ー.十

五

9

ン
チ
ー
ム」

の 

&
銅
貨
は
、
偶
然
に
も
，
3:
業
用」

に
究
：つ
る
爲
め
、
製
.：
 

.造
業
家
の
邻
，ひ

て

需

要

す

る

所

化

る

に

至

た

れ

ぅ

。
獨

：

璧

號

.-
:

:

九

七

(

六
八
三〕

雜

錄

戦

昨
じ

於

ける
佛國
の

經

濟

及

.び

財

放



G

ハ
八
、
四

)

雑
錄
戦
時

|-
於
け
る
佛
轉
の
經
濟
及
.ぴ
財
政

货

3*
弥
.

逸
の
實
憲
教
-<
'
:»
興
の
餹
負
者
輩
は
私
れ
頻
な
I:
，

北
：
 

西

及

び

&

S
義

に

於

て

、
白

銅

貨

の

蒐

集

に

鞅

掌

ノ
ー
フ

)

b
.

傅
へ

ら

る

0

佛
蘭
西
鈒
行
の
戰
時
行
動 

'

銀
行
業
が
交
戰
國
の
金
融
及
び
通
貨
紕
織
上
"
最
も 

顯
著
な
る
托
務
に
術
れ
る
や
、
言
ふ
を
須
ゐ
ず
。

一
國 

の
貨
幣
保
有
商
は
通
常
"
«
ぢ
に
增
殖
す
る
能
は
ざ
る 

f

の
み
な
ら
中
、
却
つ
て
反
對
に
.
秫
々
の
危
險
を 

踏
ま
ざ
る
脂
は
中
し
て
、
其
の
效
果
は
货
幣
蒂
績
商
を 

低
落
せ
し
め

す
ん
ば
巴
ま
ざ
る
ベ
し
。
玆
に
於
て
か

勢 

ひ
謂
は
ゆ
る「

印
刷
機
槭
の
活
動
を
惹
起
し
、
.斯
く
て 

發
行
鈒
行
劳
く
は
國
庳
或
ひ
は
此
の
雨
漭
は
幾
十
億
の 

銀
行
券
又
は
紙
幣
の
印
行
に
、
忙
殺
せ
ら
る
。
佛
繭
西 

も
亦
れ
、
此
の
點
に
就
き
他
の
交
戰
國
i
等
し
く
、
斯 

か
る
必
耍
を
免
が
る
、
能
は
ざ
り
し
と
雖
も
"
佛
ii
西 

は
直
截
節
明
な
る
方
法
に
於
て
、
之
を
行
ひ
、
絕
え
て 

典
の
⑽
_
の
某

々

が
試

み
れ
り
し
が
如
き
、
事
の
眞
相
. 

を
模
綾
に
附
す
る
底
0,
、
|1
.密

不
正
の

手

段

に

訴

.ふ
る 所

な

ぎ

な.り
？ 

：V 

:
.吾

人

を

じ

て

姑

ら

く

怫

蘭

龈

行

の

紕

織

を

、
：.囘

顧

す 

る
所
あ
ら
し
め
.ょ
。
其
の
組
織
に
は
、
發
行
券
高V」

;I
E, 

V
.將
た
割
手
形
た
厶
ビ
を
間
は
ず
凡
ゆ
る
V 

資
產V」

の
間
に
"
何
等
の
‘法
#
的
關
係
の
'存
在
す
る
こ
. 

(£
な
き
な
.り
。
思
ふ
に一

八
.四
九
年
以
降
佛
蘭
西
全
土
ハ 

に一

且
れ
る
餵
行
絡
.發
行
權
の
*
占
を
，認
め
ら
れ
し
、

#
 

蘭
西
龈
行
の
經
營
に
對
し
、.
法

律

が

制

限

を

加

へ

た

’今 

唯

〗

の
虫
義
れ
る
、
織
か
に
同
行
は
、
常
に
疋
貨
兌
換 

を
行
ひ
得
る
如
き
の
方
'法
を
以
で
,

其
の
»
產
を
管
«
 

經
營
せ
ざ
.る
.可
ら
ず
e
謂
ふ
の
一
事
に
過
ぎ
ずVJ

す
o 

佛
蘭
：'W
餵
行
ば
、
他
の
諸
文
明
國
中
央
銀
行
に
比
^
. 

し
、

一
屑
自
甶
に
典
の
經
營
を
行
ひ
得
る
の
位
®
に
立 

つ
で
.
極

め

て

廣

汎

な

る

權

カ

は

一
に
振
ら
れ
て
，.
.株
ま
. 

總
會
に
於
て
選
任
せ
ら
れ
^
る
肷
締
役
、
及
び
表
而
上 

政
府
ょ
り
任
命
せ
ら
れ
た
.る
總
裁
の
掌
中
に
存
す
。
.
f
 

實
上
：>
:不
當
に
修
行
高
を
：膨

脹

せ

し

{/
ベ
き
傾
向
に
對 

し

て

、
.
差

加
へ

；

ら
る
ベ
：
き

制
働
機
た
る
、
單
に
正
貨
#

JnM̂
NNUNUn

換
龜
務
の
瓶
行
の
可
能
力
に
稆
す
る
の
み
？
さ
れ
ど
緊 

急
峙
に
際
し
て
や
、
國
家
は
原
則
ビ
し
て
、
同
行
に
宣 

す
る
に
兌
換
義
務
の
免
除
を
以
て
し
' 
法
律
は
^
た
一
：® 

に一

般
R
衆
間
の
み
な
ら
ず
、

I

西
銀
行
自
ら
に
關 

し
て
も
、
其
の
敗
行
券
に
赋
與
す
る
に
> 
法
貨
資
格
を 

以
て
す
る
な
り
。
政
府
は
齦
行
に
期
待
す
る
に
、
其
の
. 

E

的
を
以
て
創
成
せ
ら
る
、べ
き
"
銀

行

終

^

執
つ
て
之 

に
貸
與
す
べ
き
こ
ビ
を
以
て
す
。
而
か
も
斯
か
る
龈
行 

券

は

平

和

克

復

の

曉

き

な

ら

で

は

"
偾
還
せ
ら
れ
ざ
る 

の
資
產(

政

府

の
^
债)

を

以

て

擔

保

せ

ら

る

、
も
の
な 

れ
ば
、
此
の
種
の
銀
行
券
が
苦
し
兌
換
請
求
の
爲
め
提 

示
せ
ら
る
、VJ

も
"
銀
行
は
霞
ち
に
之
を
引
換
ふ
る
に 

充
分
な
る
"
金
貨
を
览
集
す
る
に
能
は
ざ
る
べ
し
。
而 

し
て
斯
か
る
箪
國
徹
用
の
爲
に
し
た
る

新
銀
行
券
ビ
、
 

通
常
の
商
業
取
引
.の
.目
的
の
爲
め
に
側
成
せ
ら
れ
れ
る 

銀
行
券V

J

の
間
に
は
"
何

等

の

區

別

を

設

く

る

.こ
ビ
能 

は
ざ
る
が
故
に
.、
其
の
必
然
の
結
果
た
：る
常
に
必
t '
法 

貨
資
格
な
'る
も
の
が
、
凡
'ベ
て
，の

銀

行

券

に

對

し

赋

與

'

せ

ら

る

>
の
政
策

^
ら

^
る

.べ
：か

ら

ざ

る

は

、

0
M
^
r
. 

の
道

.理
な

b

(f
-
-す
。
：

：

.

さ
1」

菩
人
は
、
«
蘭
西
龈
行
が
今
2
1ま
で
に
、
政
啤 

に
用
立
て
た
る
貨
上
金
額
を
考
避
す
る
所
あ
る

ベ
し

。 

顧
み
る
に
一
八
九
七
年
に
於
て
佛
蘭
西
龈
行
の
#
權
垆
：
 

爾
後
二
十
三
年
間(

即
ち
一
九1

1〇
年「

十
ニ
拜
三
十一 

日
ま
で)

K
改
延
長
甘
ら
れ
た
るV」

き
に
際
し
、
间
行 

は
其
の
特
權
所
有
の
報
俱
ヾ」

し

て

、

#
ff
i
0:
滿
了
後
.な
‘ 

ら
で
は
辨
濟
せ
ら
れ
ざ
る
べ
き
、
總
额
ニ
億
，离
法
の
資 

金
を
無
利
子
に
て
永
^
に
政
府
に
«

#
く
ベ
き
-」

ビ
を
、
 

却
人
約
し̂
る
な
り
き
。
.さ
れ
ど
趣
か
ん
法
定
-1
\
1*
金
の
' 

如
き
は
> 
開
戰
後
同
政
府
に
用
立
て
ら
れ
た
る
尨
大
な
，
 

る
調
-達

翁

に

比

較

す

れ

ば
> 
些
々
言
ふ
に
足
ら
す
。

•
 

即
ち〗

九
一1

年
巾
に
締
綠
せ
ら
れ
れ
る
契
約
に
ょ
>
 

法
蘭
西
鈒
行
は
將
來
"
開
戰
に
當
た
-

 ̂
二
十
九
億
海
：
 

汰
を
»
付
く
ベ
.き
If
を
承
'.1,
し
^
り
し
が
、
右
余
*雜
は
- 

.愈

々

開

®

を

見

れ

る

一

九VI:.

四
年
九
月
に
；

4H.

た
り
て
， 

六
十
萬
億
.法
|:
.增
额
，せ
ら
.れ
、
®
に
超炎

：：

て
：|

九

一

浜

第

十

卷

(

六
八
.五)

雜

錄

戦

昉

|:
於
け
：る
佛
_
の
經
濟
及
び
#.
-政
_

第
3 |
..號

九
九



第

十

怨

(

六
A
六〕

雑
：

錄

年
五
艿
に
及
、ベ
ば
、
九
十
#
萬
法
，に
»
加
せ
“

'れ
^

る 

も
の
ビ
す
。
尤
も
之
&
勿
論
、
_

上
«
高
限
度
を
律
菸 

し
れ
る
も
の
.
.に
過
ぎ
令
し
て
、
二
九
.
—
.
五
年
九
月
■に
：於 

て
、.
政
^

が
^

の
借
受
$
*'
を
刺
用
じ
た
る
金
額
は
、 

約

七

十

億

莴

法

.を
超
^W
る
な
W
O
.而

し

で

此

の

^

上 

金
額
は
"
開
戰
後V

J

も
、
依
然
規
則
疋
し
く
公
表
せ
ら 

る

、
、
怫

蘭

西

銀

行

營

業

週

報

上

•(:
•
、
、
明

徵

ぜ

ら

る.0

斯
く

し

て

、需
恶
せ
&
る
V

銀
行
券
を
創

成

し
#
せ 

し
む
る
が
.爲
め
に
、

一
八
七
0

年

以

降

法

#[:
ょ

ト

確
 

定
せ
ら
れ
れ
る
、
發
&

糊
.の
最
高
服
成
絕
え
t

增
加 

せ
ら
れ
た
る
が
、
今
最
高
刺
限
額
の
擗
張
せ
ら
れ
た
る 

年
谠
及
び
金
糊
を
示
せ
ば
、
左
の
如
し
。c

單
位
、
西
萬 

法)

■ I

八七〇年
八
力
，ナこロ

 

一
、

八
〇
〇
：

同

.

.
¥-.同

刀

11 、

四
〇
:o 

1

八
七
一
年
十
二
月
ニ
十
九
H 

. ニ
、
八
〇
o ,

:

1

八
七
ニ
年.七

力

十
I

n 

:

三
、
ニ
〇
〇'

'
ー
八
ん
四
苹

ー
另H
.十
W

'

:

H、
五
〇
〇 

一
八
九
三
印
：

一
月
ニ
-
f
:/
L
n 

n
、〇
〇
〇

/:

r
〇
0

M
、〇
〇
〇 

. 

.

.
i
> 

八

:

六
、八
〇
.〇
'

九
、
〇

〇

〇.

. 

ニ
1、
〇
〇
〇

.1.

九
‘，

一

五
部
五
力
十
一
H 

S
>
O
O
G

:遺
般
戰
#
の
«
生
す
る
ま
で
は

'
、

«
«
西
銀
行
の
舉 

I.'

高
發
行
制
限
額
れ
る
、
宇
形
割
引
及
び
擔
保
貨
付
業
務
，
 

S

9

,

第
一r

十
世
紀
の
初
頭
に
あ
0
て
は
發
行
檸 

額
.

V」

略
々
同
額
を
.示
し
た
る
準
備
金
の
增
殖
ビ
の
爲
め 

に
必
喪V

J

せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
き
-。
然

る

に

现

戰

爭 

0'
勃

發

以

降

に

あ

り

て

は

、
右
の
，制

限

額

の

櫥

張

た

る

‘

\

ぃ
一
に
專
ら
軍
國
の
需
用
に
基
づ
く
。
今
ま
少
し
く
此
の 

\

問
.の
消
息
を
說
：か
ん
に
、

一
般
商
取
引
は
凡
べ
て
沈
靜
. 

.せ
る
が
故
に
、
割
引
手
形
が
爾
が
く
if
io
す
べ
S

0

.

 

な
•し
。(

モ
ラ
ト
リ
ア
ム)

0
施
行
せ
ら
れ
た
る
爲
め
、
 

;支
柳
を
猶
豫
せ
ら
れ
た
り
.し

s
m
o
r
a
t
o
r
e
d
。

割

平
 

形
吹
大
部
分
は
、：
爾
來
漸
次
に
償
却
せ
ら
れ
た
れ
ば
" 

今
仍
ほ
怫
蘭
西
銀
行
.の
資
*
中
：に
殘
存
す
る
手
形
全
體

戰
噼
に
於
け
ス
‘佛
國
の
經
濟
及
ぴ
财
政 

第
五
勰

'
;-
‘ー>八
九
セ
年
十
.：一
月
，
十
七
H
.

.

.

.

.

.

1:

九
2
ハ：.
^
'
1

「

ー

刀

九

=
;- 

1

九
.ニ
，年
十
一
一
月
！一
十
九
日
： 

:1

九

一

四

年

八

月

k
H.
:

同

郎

.ー
九
>]
:

i

n

I

1
I

1

i
1
1

m

I

は
、
略
々
ニ
十
億
法
を
赵
ゆ
る
.こ
ミ
幾
干
な
ら
す
。
而 

し
て
檐
保
貸
付
額
も
亦
れ
、

一
年
以
前
の
數
宇VJ

多
く 

M
な
ら
ず
Q
各
れ
ば
目
下
、

佛

蘭

两

齡

行

の

：
全
地
位 

は
大
約
、
左
の
如
く
に
、.
概
言
し
得
ら
る
ベ
し
。
割
引 

羊
形
は
減
少
し
"
擔
保
貨
付
は
變
化
を
蒙
ら
ず
、
政
府 

:贷
上
金
は
、

f

般
公
衆
.に
，侬
$
引
受
け
ら
る
べ
き
公
債 

の
蠤
集
が
、
政
府
を
し
て
右
貸
上
金
を
辨
濟
し
#
る
如 

き
時
期
に
到
達
す
る
ま
で
"
規
則
的
に
增
殖
し
、
今
後 

.ビ
も
增
加
す
べ
き
も
の
、
如
し
。
又
れ
銀
行
の
保
^
す 

る
金
の
總
额
は
、
最
近
ま
で
開
、
戰
以
後
增
減
を
見
す 

而
か
も
最
近
に
至
た
り
て
は
、
既
述
せ
る
如
く
、
著
し 

.く
改
善
を
示
し
、
幾
億
萬
法
の
金
貨
は
、
頻
り
に
佛
顧 

西

銀

行

の

庫

中

に

、
流

れ

入

ら

つ

、
ぁ

.る
な
ぅ
。
此
の 

拿
實
こ
そ
*
裳
ビ
に
fi
t
食

T

般
の
覺
醒
及
び
連
動
に
因 

る
も
の
.な
れ
0
市
说
は
今
ま
や
ノ
平
時
に
在
0
て
ヽj 

. 

般
嗓
衆
に
M -
等
の
利
益
を
齋
ら
す
ずJ
J
y*.
c

き̂
、
私
人
® 

金
貨
^
藏

崎

ま

時

.に
際
し
て
は
、
.
.實
‘
通
實
湖
度
0 

极
帶
を
危
うし

："

政

府

.の

信

用

を

損

ぷ

も

0
れ

.
る

を

覺

知

し

作

り

。..‘
蓋
し
：餵

行

券

發

行

额

の

擴

張

に

當

ぢ

り

.て 

や
、
.紙
幣
に
#
す
.る
根
軸
：

VJ.

し
て
、
能
ふ
限
り
挂
大
な 

る
，
金

を

集

中
.菩
藏
す
る
は
、
殆
ん
ど
命
令
的
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。
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ら
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狀
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す
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叙
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狀
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さ
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又
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